
規則番号 規     則     名 所  管  名 公 布 年 月 日

規則第９１号
さいたま市市税条例施行規則の一部を改正

する規則
税 制 課 令和２年７月１日

規則第９２号
さいたま市旅館業法施行細則の一部を改正

する規則 
生 活 衛 生 課 令和２年７月１日

規則第９３号
さいたま市公衆浴場法施行細則の一部を改

正する規則 
生 活 衛 生 課 令和２年７月１日

規則第９４号
さいたま市住宅用家屋証明規則の一部を改正

する規則
建 築 総 務 課 令和２年７月６日

規則第９５号
失業者の退職手当支給規則の一部を改正す

る規則 
職 員 課 令和２年８月１２日

規則第９６号
さいたま市保健所長事務委任規則の一部を改

正する規則
環 境 薬 事 課 令和２年８月３１日

規則第９７号
さいたま市国民健康保険条例施行規則の一部

を改正する規則
国 民 健 康 保 険 課 令和２年９月１７日

規則第９８号
さいたま市生活保護法施行細則の一部を改正

する規則
生 活 福 祉 課 令和２年９月２９日 

規則第９９号

さいたま市中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則

の一部を改正する規則

生 活 福 祉 課 令和２年９月２９日 

規則第１００号
さいたま市自動車の臨時運行許可に関する

規則の一部を改正する規則 
区 政 推 進 部 令和２年９月２９日

規則第１０１号
さいたま市立病院管理規則の一部を改正す

る規則 
医 事 課 令和２年９月３０日



さいたま市規則第９１号

   さいたま市市税条例施行規則の一部を改正する規則

 さいたま市市税条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第６４号）の一部を次の

ように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

 １ 総則  １ 総則 

様式番号 名称

［略］

２３ 徴収猶予承認通知書 

２３の２ 徴収猶予一部承認通知書 

２３の３ 徴収猶予期間延長承認通知書 

２３の４ 徴収猶予期間延長一部承認通知書 

［略］ 

２６の５ 換価の猶予承認通知書 

２６の５

の２ 

換価の猶予一部承認通知書 

［略］ 

２６の７ 換価の猶予期間延長承認通知書 

２６の７

の２ 

換価の猶予期間延長一部承認通知書 

［略］ 

様式番号 名称

［略］

２３ 徴収猶予承認（一部承認）通知書 

２３の２ 徴収猶予期間延長承認（一部承認）

通知書 

［略］ 

２６の５ 換価の猶予承認（一部承認）通知書

 ［略］ 

２６の７ 換価の猶予期間延長承認（一部承認

）通知書 

［略］ 

 ２ ［略］  ２ ［略］ 

 ３ 固定資産税及び都市計画税  ３ 固定資産税及び都市計画税 

様式番号 名称

［略］

６８の２  ［略］ 

６８の３ 固定資産現所有者申告書 

［略］ 

様式番号 名称

［略］

６８の２ ［略］ 

［略］ 



 ４～８ ［略］  ４～８ ［略］ 

様式第９号（別表第１関係）（裏） 様式第９号（別表第１関係）（裏）

［

略］

 ［略］

延滞金

  納期限の翌日から納付（

納入）の日までの期間の日

数に応じ、税額又は納入金

額（１，０００円未満の端

数があるとき、又はその全

額が２，０００円未満であ

るときは、その端数金額又

は全額を切り捨てます。）

に年１４．６パーセント（

納期限の翌日から１月を経

過する日までの期間につい

ては、年７．３パーセント

）の割合（平成１２年１月

１日から平成２５年１２月

３１日までの期間について

は、当該期間の属する各年

の前年の１１月３０日を経

過する時における日本銀行

法第１５条第１項第１号の

規定により定められる商業

手形の基準割引率に年４パ

ーセントの割合を加算した

割合が年７．３パーセント

の割合に満たない場合には、

その年中においては、年７

．３パーセントの割合にあ

っては、当該商業手形の基

準割引率に年４パーセント

の割合を加算した割合とし

ます。平成２６年１月１日

から令和２年１２月３１日

までの期間については、当

該期間の属する各年の前年

に所得税法等の一部を改正

する法律（令和２年法律第

８号）による改正前の租税

特別措置法第９３条第２項

の規定により告示された割

合に年１パーセントの割合

を加算した割合（以下「特

例基準割合」という。）が

年７．３パーセントの割合

に満たない場合には、その

年（以下「特例基準割合適

用年」という。）中におい

［

略］

 ［略］

延滞金

  納期限までに税金を完納

されないときは、その翌日

から税金完納の日までの期

間の日数に応じ、税額（１

，０００円未満の端数があ

るとき又はその金額が２，

０００円未満であるときは、

その端数金額又は全額を切

り捨てます。）に年１４．

６パーセント（納期限の翌

日から１箇月を経過する日

までの期間については、年

７．３パーセント）の割合

（当該期間の属する各年の

前年に租税特別措置法第９

３条第２項の規定により告

示された割合に年１パーセ

ントの割合を加算した割合

（以下「特例基準割合」と

いう。）が年７．３パーセ

ントの割合に満たない場合

には、その年（以下「特例

基準割合適用年」という。

）中においては、年１４．

６パーセントの割合にあっ

ては当該特例基準割合適用

年における特例基準割合に

年７．３パーセントの割合

を加算した割合とし、年７

．３パーセントの割合にあ

っては当該特例基準割合に

年１パーセントの割合を加

算した割合（当該加算した

割合が年７．３パーセント

の割合を超える場合には、

年７．３パーセントの割合

）とします。）を乗じて計

算した金額に相当する延滞

金額が加算されます。この

場合における年当たりの割

合は、閏年の日を含む期間

についても、３６５日当た

りの割合です。



ては、年１４．６パーセン

トの割合にあっては当該特

例基準割合適用年における

特例基準割合に年７．３パ

ーセントの割合を加算した

割合とし、年７．３パーセ

ントの割合にあっては当該

特例基準割合に年１パーセ

ントの割合を加算した割合

（当該加算した割合が年７

．３パーセントの割合を超

える場合には、年７．３パ

ーセントの割合）とします。

令和３年１月１日以後の期

間については、当該期間の

属する各年の前年に租税特

別措置法第９３条第２項に

規定する平均貸付割合に年

１パーセントの割合を加算

した割合（以下「延滞金特

例基準割合」という。）が

年７．３パーセントの割合

に満たない場合には、その

年中においては、年１４．

６パーセントの割合にあっ

てはその年における延滞金

特例基準割合に年７．３パ

ーセントの割合を加算した

割合とし、年７．３パーセ

ントの割合にあっては当該

延滞金特例基準割合に年１

パーセントの割合を加算し

た割合（当該加算した割合

が年７．３パーセントの割

合を超える場合には、年７

．３パーセントの割合）と

します。）を乗じて計算し

た金額。この場合における

年当たりの割合は、閏
じゅん

年の

日を含む期間についても、

３６５日当たりの割合です。

様式第９号の２（別表第１関係）（裏） 様式第９号の２（別表第１関係）（裏）

［略

］

 ［略］

延滞金

  納期限の翌日から納

付（納入）の日までの

期間の日数に応じ、税

額又は納入金額（１，

０００円未満の端数が

［略

］

［略

］

 ［略］

延滞金

  納期限までに税金を

完納されないときは、

その翌日から税金完納

の日までの期間の日数

に応じ、税額（１，０

［略

］



あるとき、又はその全

額が２，０００円未満

であるときは、その端

数金額又は全額を切り

捨てます。）に年１４

．６パーセント（納期

限の翌日から１月を経

過する日までの期間に

ついては、年７．３パ

ーセント）の割合（平

成１２年１月１日から

平成２５年１２月３１

日までの期間について

は、当該期間の属する

各年の前年の１１月３

０日を経過する時にお

ける日本銀行法第１５

条第１項第１号の規定

により定められる商業

手形の基準割引率に年

４パーセントの割合を

加算した割合が年７．

３パーセントの割合に

満たない場合には、そ

の年中においては、年

７．３パーセントの割

合にあっては、当該商

業手形の基準割引率に

年４パーセントの割合

を加算した割合としま

す。平成２６年１月１

日から令和２年１２月

３１日までの期間につ

いては、当該期間の属

する各年の前年に所得

税法等の一部を改正す

る法律（令和２年法律

第８号）による改正前

の租税特別措置法第９

３条第２項の規定によ

り告示された割合に年

１パーセントの割合を

加算した割合（以下「

特例基準割合」という。

）が年７．３パーセン

トの割合に満たない場

合には、その年（以下

「特例基準割合適用年

」という。）中におい

ては、年１４．６パー

００円未満の端数があ

るとき又はその金額が

２，０００円未満であ

るときは、その端数金

額又は全額を切り捨て

ます。）に年１４．６

パーセント（納期限の

翌日から１箇月を経過

する日までの期間につ

いては、年７．３パー

セント）の割合（当該

期間の属する各年の前

年に租税特別措置法第

９３条第２項の規定に

より告示された割合に

年１パーセントの割合

を加算した割合（以下

「特例基準割合」とい

う。）が年７．３パー

セントの割合に満たな

い場合には、その年（

以下「特例基準割合適

用年」という。）中に

おいては、年１４．６

パーセントの割合にあ

っては当該特例基準割

合適用年における特例

基準割合に年７．３パ

ーセントの割合を加算

した割合とし、年７．

３パーセントの割合に

あっては当該特例基準

割合に年１パーセント

の割合を加算した割合

（当該加算した割合が

年７．３パーセントの

割合を超える場合には、

年７．３パーセントの

割合）とします。）を

乗じて計算した金額に

相当する延滞金額が加

算されます。この場合

における年当たりの割

合は、閏年の日を含む

期間についても、３６

５日当たりの割合です。



セントの割合にあって

は当該特例基準割合適

用年における特例基準

割合に年７．３パーセ

ントの割合を加算した

割合とし、年７．３パ

ーセントの割合にあっ

ては当該特例基準割合

に年１パーセントの割

合を加算した割合（当

該加算した割合が年７

．３パーセントの割合

を超える場合には、年

７．３パーセントの割

合）とします。令和３

年１月１日以後の期間

については、当該期間

の属する各年の前年に

租税特別措置法第９３

条第２項に規定する平

均貸付割合に年１パー

セントの割合を加算し

た割合（以下「延滞金

特例基準割合」という。

）が年７．３パーセン

トの割合に満たない場

合には、その年中にお

いては、年１４．６パ

ーセントの割合にあっ

てはその年における延

滞金特例基準割合に年

７．３パーセントの割

合を加算した割合とし、

年７．３パーセントの

割合にあっては当該延

滞金特例基準割合に年

１パーセントの割合を

加算した割合（当該加

算した割合が年７．３

パーセントの割合を超

える場合には、年７．

３パーセントの割合）

とします。）を乗じて

計算した金額。この場

合における年当たりの

割合は、閏
じゅん

年の日を含

む期間についても、３

６５日当たりの割合で

す。



様式第９号の３（別表第１関係）（裏） 様式第９号の３（別表第１関係）（裏）

 ［略］

延滞金

  納期限の翌日から納付（

納入）の日までの期間の日

数に応じ、税額又は納入金

額（１，０００円未満の端

数があるとき、又はその全

額が２，０００円未満であ

るときは、その端数金額又

は全額を切り捨てます。）

に年１４．６パーセント納

期限の翌日から１月を経過

する日までの期間について

は、年７．３パーセント）

の割合（平成１２年１月１

日から平成２５年１２月３

１日までの期間については、

当該期間の属する各年の前

年の１１月３０日を経過す

る時における日本銀行法第

１５条第１項第１号の規定

により定められる商業手形

の基準割引率に年４パーセ

ントの割合を加算した割合

が年７．３パーセントの割

合に満たない場合には、そ

の年中においては、年７．

３パーセントの割合にあっ

ては、当該商業手形の基準

割引率に年４パーセントの

割合を加算した割合としま

す。平成２６年１月１日か

ら令和２年１２月３１日ま

での期間については、当該

期間の属する各年の前年に

所得税法等の一部を改正す

る法律（令和２年法律第８

号）による改正前の租税特

別措置法第９３条第２項の

規定により告示された割合

に年１パーセントの割合を

加算した割合（以下「特例

基準割合」という。）が年

７．３パーセントの割合に

満たない場合には、その年

（以下「特例基準割合適用

年」という。）中において

は、年１４．６パーセント

の割合にあっては当該特例

 ［略］  ［略］

延滞金

  納期限までに税金を完納

されないときは、その翌日

から税金完納の日までの期

間の日数に応じ、税額（１

，０００円未満の端数があ

るとき又はその金額が２，

０００円未満であるときは、

その端数金額又は全額を切

り捨てます。）に年１４．

６パーセント（納期限の翌

日から１箇月を経過する日

までの期間については、年

７．３パーセント）の割合

（当該期間の属する各年の

前年に租税特別措置法第９

３条第２項の規定により告

示された割合に年１パーセ

ントの割合を加算した割合

（以下「特例基準割合」と

いう。）が年７．３パーセ

ントの割合に満たない場合

には、その年（以下「特例

基準割合適用年」という。

）中においては、年１４．

６パーセントの割合にあっ

ては当該特例基準割合適用

年における特例基準割合に

年７．３パーセントの割合

を加算した割合とし、年７

．３パーセントの割合にあ

っては当該特例基準割合に

年１パーセントの割合を加

算した割合（当該加算した

割合が年７．３パーセント

の割合を超える場合には、

年７．３パーセントの割合

）とします。）を乗じて計

算した金額に相当する延滞

金額が加算されます。この

場合における年当たりの割

合は、閏年の日を含む期間

についても、３６５日当た

りの割合です。

 ［略］



基準割合適用年における特

例基準割合に年７．３パー

セントの割合を加算した割

合とし、年７．３パーセン

トの割合にあっては当該特

例基準割合に年１パーセン

トの割合を加算した割合（

当該加算した割合が年７．

３パーセントの割合を超え

る場合には、年７．３パー

セントの割合）とします。

令和３年１月１日以後の期

間については、当該期間の

属する各年の前年に租税特

別措置法第９３条第２項に

規定する平均貸付割合に年

１パーセントの割合を加算

した割合（以下「延滞金特

例基準割合」という。）が

年７．３パーセントの割合

に満たない場合には、その

年中においては、年１４．

６パーセントの割合にあっ

てはその年における延滞金

特例基準割合に年７．３パ

ーセントの割合を加算した

割合とし、年７．３パーセ

ントの割合にあっては当該

延滞金特例基準割合に年１

パーセントの割合を加算し

た割合（当該加算した割合

が年７．３パーセントの割

合を超える場合には、年７

．３パーセントの割合）と

します。）を乗じて計算し

た金額。この場合における

年当たりの割合は、閏
じゅん

年の

日を含む期間についても、

３６５日当たりの割合です。

様式第２３号及び様式第２３号の２を次のように改める。



様式第２３号（別表第１関係） 

第     号 

年  月  日 

             様                             

さいたま市長        印 

徴収猶予承認通知書 

        年    月    日付けで申請のあった徴収の猶予について、次のとおり承認しましたの

で、地方税法第１５条の２の２第１項の規定により通知します。 

納税者 
（特別徴収義務者） 

住（居）所 

又は所在地 

氏 名 

又 は名称 

徴収の猶予を 

承認した 

徴収金  

期 間  から         まで         

該当条項  

納付 

（納入）

計画 

期  限 金  額（円） 期  限 金  額（円） 

担保財産 

備考 



様式第２３号の２（別表第１関係） 

第     号 

年  月  日 

             様                             

さいたま市長        印 

徴収猶予一部承認通知書 

        年    月    日付けで申請のあった徴収の猶予について、次のとおり一部承認しまし

たので、地方税法第１５条の２の２第１項の規定により通知します。 

納税者 
（特別徴収義務者） 

住（居）所 

又は所在地 

氏 名 

又 は名称 

徴収の猶予を 

一部承認した 

徴収金  

期 間  から         まで         

該当条項  

納付 

（納入）

計画 

期  限 金  額（円） 期  限 金  額（円） 

担保財産 

一部承認

となった

理由 

備考 

（教示） 

 １ この処分について不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内にさい

たま市長に対して審査請求をすることができます。なお、３箇月以内であっても、処分があった日の翌日か

ら起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

 ２ この処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６箇月以内にさいたま市を被告として（市長が被告の代表者となります。）提起することができま

す。なお、６箇月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると取消しの訴えを提起する

ことができなくなります。 

 ３ この処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ提起することができませ

んが、次のいずれかに該当する場合においては、審査請求の裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起する

ことができます。 

 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。 

 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

 前２号に掲げるもののほか、裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。



様式第２３号の２の次に次の２様式を加える。



様式第２３号の３（別表第１関係） 

第     号 

年  月  日 

             様                             

さいたま市長        印 

徴収猶予期間延長承認通知書 

    年    月    日付けで申請のあった徴収の猶予期間の延長について、次のとおり承認しまし

たので、地方税法第１５条の２の２第１項の規定により通知します。 

納税者 
（特別徴収義務者） 

住（居）所 

又は所在地 

氏 名 

又 は名称 

徴収の猶予 

期間の延長を 

承認した 

徴収金  

期 間         から         まで         

該当条項  

納付 

（納入）

計画 

期  限 金  額（円） 期  限 金  額（円） 

担保財産 

備考  



様式第２３号の４（別表第１関係） 

第     号 

年  月  日 

             様                             

さいたま市長        印 

徴収猶予期間延長一部承認通知書 

    年    月    日付けで申請のあった徴収の猶予期間の延長について、次のとおり一部承認し

ましたので、地方税法第１５条の２の２第１項の規定により通知します。 

納税者 
（特別徴収義務者） 

住（居）所 

又は所在地 

氏 名 

又 は名称 

徴収の猶予 

期間の延長を 

一部承認した 

徴収金  

期 間         から         まで         

該当条項  

納付 

（納入）

計画 

期  限 金  額（円） 期  限 金  額（円） 

担保財産 

一部承認

となった

理由 

備考  

（教示） 

 １ この処分について不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内にさい

たま市長に対して審査請求をすることができます。なお、３箇月以内であっても、処分があった日の翌日か

ら起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

 ２ この処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６箇月以内にさいたま市を被告として（市長が被告の代表者となります。）提起することができま

す。なお、６箇月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると取消しの訴えを提起する

ことができなくなります。 

 ３ この処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ提起することができませ

んが、次のいずれかに該当する場合においては、審査請求の裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起する

ことができます。 

 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。 

 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

 前２号に掲げるもののほか、裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。



 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

様式第２６号（別表第１関係） 様式第２６号（別表第１関係）

 ［略］  ［略］ 

換価の猶予通知書 換価の猶予通知書 

 ［略］  ［略］ 

［略］ ［略］ 

（教示） 

１ この処分について不服があるときは、処分

があったことを知った日の翌日から起算して

３箇月以内にさいたま市長に対して審査請求

をすることができます。なお、３箇月以内で

あっても、処分があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると審査請求をすることがで

きなくなります。 

２ この処分の取消しの訴えは、処分について

の審査請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６箇月以内にさいた

ま市を被告として（市長が被告の代表者とな

ります。）提起することができます。なお、

６箇月以内であっても、裁決の日の翌日から

起算して１年を経過すると取消しの訴えを提

起することができなくなります。 

３ この処分の取消しの訴えは、処分について

の審査請求の裁決を経た後でなければ提起す

ることができませんが、次のいずれかに該当

する場合においては、審査請求の裁決を経な

いで処分の取消しの訴えを提起することがで

きます。 

 審査請求があった日の翌日から起算して

３箇月を経過しても裁決がないとき。 

 処分、処分の執行又は手続の続行により

生じる著しい損害を避けるため緊急の必要

があるとき。 

 前２号に掲げるもののほか、裁決を経な

いことにつき正当な理由があるとき。 

様式第２６号の２（別表第１関係） 様式第２６号の２（別表第１関係）

 ［略］  ［略］ 



換価の猶予期間延長通知書 換価の猶予期間延長通知書 

 ［略］  ［略］ 

［略］ ［略］ 

（教示） 

１ この処分について不服があるときは、処分

があったことを知った日の翌日から起算して

３箇月以内にさいたま市長に対して審査請求

をすることができます。なお、３箇月以内で

あっても、処分があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると審査請求をすることがで

きなくなります。 

２ この処分の取消しの訴えは、処分について

の審査請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６箇月以内にさいた

ま市を被告として（市長が被告の代表者とな

ります。）提起することができます。なお、

６箇月以内であっても、裁決の日の翌日から

起算して１年を経過すると取消しの訴えを提

起することができなくなります。 

３ この処分の取消しの訴えは、処分について

の審査請求の裁決を経た後でなければ提起す

ることができませんが、次のいずれかに該当

する場合においては、審査請求の裁決を経な

いで処分の取消しの訴えを提起することがで

きます。 

 審査請求があった日の翌日から起算して

３箇月を経過しても裁決がないとき。 

 処分、処分の執行又は手続の続行により

生じる著しい損害を避けるため緊急の必要

があるとき。 

 前２号に掲げるもののほか、裁決を経な

いことにつき正当な理由があるとき。 

 様式第２６号の５を次のように改める。



様式第２６号の５（別表第１関係） 

第     号 

年  月  日 

             様             

さいたま市長        印 

換価の猶予承認通知書 

       年    月    日付けで申請のあった換価の猶予について、次のとおり承認しましたの

で、地方税法第１５条の６の２第３項において準用する同法第１５条の２の２第１項の規定により通知します。 

納税者 
（特別徴収義務者） 

住（居）所 

又は所在地 

氏 名 

又 は名称 

換価の猶予を 

承認した 

徴収金  

期 間           から         まで        

納付 

（納入）

計画 

期  限 金  額（円） 期  限 金  額（円） 

担保財産 

備考 



様式第２６号の５の次に次の１様式を加える。



様式第２６号の５の２（別表第１関係） 

第     号 

年  月  日 

             様             

さいたま市長        印 

換価の猶予一部承認通知書 

        年    月    日付けで申請のあった換価の猶予について、次のとおり一部承認しま

したので、地方税法第１５条の６の２第３項において準用する同法第１５条の２の２第１項の規定により通知

します。 

納税者 
（特別徴収義務者） 

住（居）所 

又は所在地 

氏 名 

又 は名称 

換価の猶予を 

一部承認した 

徴収金  

期 間           から         まで        

納付 

（納入）

計画 

期  限 金  額（円） 期  限 金  額（円） 

担保財産 

一部承認

となった

理由 

備考 

（教示） 

 １ この処分について不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内にさい

たま市長に対して審査請求をすることができます。なお、３箇月以内であっても、処分があった日の翌日か

ら起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

 ２ この処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６箇月以内にさいたま市を被告として（市長が被告の代表者となります。）提起することができま

す。なお、６箇月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると取消しの訴えを提起する

ことができなくなります。 

 ３ この処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ提起することができませ

んが、次のいずれかに該当する場合においては、審査請求の裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起する

ことができます。 

 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。 

 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

 前２号に掲げるもののほか、裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 



 様式第２６号の７を次のように改める。



様式第２６号の７（別表第１関係） 

第     号 

年  月  日 

             様                             

さいたま市長        印 

換価の猶予期間延長承認通知書 

    年    月    日付けで申請のあった換価の猶予期間の延長について、次のとおり承認しまし

たので、地方税法第１５条の６の２第３項において準用する同法第１５条の２の２第１項の規定により通知し

ます。 

納税者 
（特別徴収義務者） 

住（居）所 

又は所在地 

氏 名 

又 は名称 

換価の猶予 

期間の延長を 

承認した 

徴収金  

期 間           から         まで        

納付 

（納入）

計画 

期  限 金  額（円） 期  限 金  額（円） 

担保財産 

備考 



 様式第２６号の７の次に次の１様式を加える。



様式第２６号の７の２（別表第１関係） 

第     号 

年  月  日 

             様                             

さいたま市長        印 

換価の猶予期間延長一部承認通知書 

    年    月    日付けで申請のあった換価の猶予期間の延長について、次のとおり一部承認し

ましたので、地方税法第１５条の６の２第３項において準用する同法第１５条の２の２第１項の規定により通

知します。 

納税者 
（特別徴収義務者） 

住（居）所 

又は所在地 

氏 名 

又 は名称 

換価の猶予 

期間の延長を 

一部承認した 

徴収金  

期 間           から         まで        

納付 

（納入）

計画 

期  限 金  額（円） 期  限 金  額（円） 

担保財産 

一部承認

となった

理由 

備考 

（教示） 

 １ この処分について不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内にさい

たま市長に対して審査請求をすることができます。なお、３箇月以内であっても、処分があった日の翌日か

ら起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。 

 ２ この処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６箇月以内にさいたま市を被告として（市長が被告の代表者となります。）提起することができま

す。なお、６箇月以内であっても、裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると取消しの訴えを提起する

ことができなくなります。 

 ３ この処分の取消しの訴えは、処分についての審査請求の裁決を経た後でなければ提起することができませ

んが、次のいずれかに該当する場合においては、審査請求の裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起する

ことができます。 

 審査請求があった日の翌日から起算して３箇月を経過しても裁決がないとき。 

 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

 前２号に掲げるもののほか、裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。



次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

様式第２８号（別表第１関係） 様式第２８号（別表第１関係）

 ［略］  ［略］ 

滞納処分の執行停止通知書 滞納処分の執行停止通知書 

 ［略］  ［略］ 

［略］ ［略］ 

（教示） 

１ この処分について不服があるときは、処分

があったことを知った日の翌日から起算して

３箇月以内にさいたま市長に対して審査請求

をすることができます。なお、３箇月以内で

あっても、処分があった日の翌日から起算し

て１年を経過すると審査請求をすることがで

きなくなります。 

２ この処分の取消しの訴えは、処分について

の審査請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６箇月以内にさいた

ま市を被告として（市長が被告の代表者とな

ります。）提起することができます。なお、

６箇月以内であっても、裁決の日の翌日から

起算して１年を経過すると取消しの訴えを提

起することができなくなります。 

３ この処分の取消しの訴えは、処分について

の審査請求の裁決を経た後でなければ提起す

ることができませんが、次のいずれかに該当

する場合においては、審査請求の裁決を経な

いで処分の取消しの訴えを提起することがで

きます。 

 審査請求があった日の翌日から起算して

３箇月を経過しても裁決がないとき。 

 処分、処分の執行又は手続の続行により

生じる著しい損害を避けるため緊急の必要

があるとき。 

 前２号に掲げるもののほか、裁決を経な

いことにつき正当な理由があるとき。 

様式第４１号（１）（別表第１関係）（裏） 様式第４１号（１）（別表第１関係）（裏）

１～３ ［略］ １～３ ［略］



４ 延滞金

納期限までに税金を完納されないときは、

その翌日から税金完納の日までの期間の日

数に応じ、税額（１，０００円未満の端数

があるとき、又はその全額が２，０００円

未満であるときは、その端数金額又は全額

を切り捨てます。）に年１４．６パーセン

ト（納期限の翌日から１箇月を経過する日

までの期間については、年７．３パーセン

ト）の割合（当該期間の属する各年の前年

に租税特別措置法第９３条第２項に規定す

る平均貸付割合に年１パーセントの割合を

加算した割合（以下「延滞金特例基準割合

」という。）が年７．３パーセントの割合

に満たない場合には、その年中においては、

年１４．６パーセントの割合にあってはそ

の年における延滞金特例基準割合に年７．

３パーセントの割合を加算した割合とし、

年７．３パーセントの割合にあっては当該

延滞金特例基準割合に年１パーセントの割

合を加算した割合（当該加算した割合が年

７．３パーセントの割合を超える場合には、

年７．３パーセントの割合）とします。）

を乗じて計算した金額に相当する延滞金額

が加算されます。この場合における年当た

りの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間について

も、３６５日当たりの割合です。

延滞金額に１００円未満の端数があると

き、又はその全額が１，０００円未満であ

るときは、その端数金額又はその全額を切

り捨てます。

５ ［略］

４ 延滞金

納期限までに税金を完納されないときは、

その翌日から税金完納の日までの期間の日

数に応じ、税額（１，０００円未満の端数

があるとき、又はその全額が２，０００円

未満であるときは、その端数金額又は全額

を切り捨てます。）に年１４．６パーセン

ト（納期限の翌日から１箇月を経過する日

までの期間については、年７．３パーセン

ト）の割合（当該期間の属する各年の前年

に租税特別措置法第９３条第２項の規定に

より告示された割合に年１パーセントの割

合を加算した割合（以下「特例基準割合」

という。）が年７．３パーセントの割合に

満たない場合には、その年（以下「特例基

準割合適用年」という。）中においては、

年１４．６パーセントの割合にあっては当

該特例基準割合適用年における特例基準割

合に年７．３パーセントの割合を加算した

割合とし、年７．３パーセントの割合にあ

っては当該特例基準割合に年１パーセント

の割合を加算した割合（当該加算した割合

が年７．３パーセントの割合を超える場合

には、年７．３パーセントの割合）としま

す。）を乗じて計算した金額に相当する延

滞金額が加算されます。この場合における

年当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間に

ついても、３６５日当たりの割合です。

延滞金額に１００円未満の端数があると

き、又はその全額が１，０００円未満であ

るときは、その端数金額又はその全額を切

り捨てます。

５ ［略］

 様式第４１号（２）（表）を次のように改める。



様式第４１号（２）（別表第１関係）（表） 

年分所得等明細 

収入・所得・特別控除・繰越損失等               (円) 所得控除         (円)

扶 養 親 族 等 該 当 区 分 本 人 該 当 区 分 

控

配

老
控
配

特

定

老

人

同
老
親

一

般

特

障

同
特
障

普

障

16歳

未満

障害 未
成
年

勤労

学生

寡

婦 

ひと

り親特別 普障



次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

様式第４２号（１）（別表第１関係）（裏） 様式第４２号（１）（別表第１関係）（裏）

１～３ ［略］

４ 延滞金

納期限までに税金を完納されないときは、

その翌日から税金完納の日までの期間の日

数に応じ、税額（１，０００円未満の端数

があるとき、又はその全額が２，０００円

未満であるときは、その端数金額又は全額

を切り捨てます。）に年１４．６パーセン

ト（納期限の翌日から１箇月を経過する日

までの期間については、年７．３パーセン

ト）の割合（当該期間の属する各年の前年

に租税特別措置法第９３条第２項に規定す

る平均貸付割合に年１パーセントの割合を

加算した割合（以下「延滞金特例基準割合

」という。）が年７．３パーセントの割合

に満たない場合には、その年中においては、

年１４．６パーセントの割合にあってはそ

の年における延滞金特例基準割合に年７．

３パーセントの割合を加算した割合とし、

年７．３パーセントの割合にあっては当該

延滞金特例基準割合に年１パーセントの割

合を加算した割合（当該加算した割合が年

７．３パーセントの割合を超える場合には、

年７．３パーセントの割合）とします。）

を乗じて計算した金額に相当する延滞金額

が加算されます。この場合における年当た

りの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間について

も、３６５日当たりの割合です。

延滞金額に１００円未満の端数があると

き、又はその全額が１，０００円未満であ

るときは、その端数金額又はその全額を切

り捨てます。

５ ［略］

１～３ ［略］

４ 延滞金

納期限までに税金を完納されないときは、

その翌日から税金完納の日までの期間の日

数に応じ、税額（１，０００円未満の端数

があるとき、又はその全額が２，０００円

未満であるときは、その端数金額又は全額

を切り捨てます。）に年１４．６パーセン

ト（納期限の翌日から１箇月を経過する日

までの期間については、年７．３パーセン

ト）の割合（当該期間の属する各年の前年

に租税特別措置法第９３条第２項の規定に

より告示された割合に年１パーセントの割

合を加算した割合（以下「特例基準割合」

という。）が年７．３パーセントの割合に

満たない場合には、その年（以下「特例基

準割合適用年」という。）中においては、

年１４．６パーセントの割合にあっては当

該特例基準割合適用年における特例基準割

合に年７．３パーセントの割合を加算した

割合とし、年７．３パーセントの割合にあ

っては当該特例基準割合に年１パーセント

の割合を加算した割合（当該加算した割合

が年７．３パーセントの割合を超える場合

には、年７．３パーセントの割合）としま

す。）を乗じて計算した金額に相当する延

滞金額が加算されます。この場合における

年当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間に

ついても、３６５日当たりの割合です。

延滞金額に１００円未満の端数があると

き、又はその全額が１，０００円未満であ

るときは、その端数金額又はその全額を切

り捨てます。

５ ［略］

 様式第４２号（３）（表）を次のように改める。



様式第４２号（３）（別表第１関係）（表） 

控除内訳 算出所得割額 (単位：円)

扶 養 親 族 等 該 当 区 分 市民税 変更前 変更後 

控

配

老
控
配

特

定

老

人

同
老
親

一

般

特

障

同
特
障

普

障

16歳

未満

変 更 前

変 更 後

本 人 該 当 区 分                   

障害 未
成
年

勤労

学生
寡
婦

ひと

り親特別 普障

変 更 前

変 更 後

(単位：円) (単位：円)

課税標準額 変更前 変更後 県民税 変更前 変更後 



次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

様式第６６号（１）（別表第１関係）（裏） 様式第６６号（１）（別表第１関係）（裏）

１～３ ［略］

４ 延滞金

納期限までに税金を完納されないときは、

その翌日から税金完納の日までの期間の日

数に応じ、税額（１，０００円未満の端数

があるとき、又はその全額が２，０００円

未満であるときは、その端数金額又は全額

を切り捨てます。）に年１４．６パーセン

ト（納期限の翌日から１箇月を経過する日

までの期間については、年７．３パーセン

ト）の割合（当該期間の属する各年の前年

に租税特別措置法第９３条第２項に規定す

る平均貸付割合に年１パーセントの割合を

加算した割合（以下「延滞金特例基準割合

」という。）が年７．３パーセントの割合

に満たない場合には、その年中においては、

年１４．６パーセントの割合にあってはそ

の年における延滞金特例基準割合に年７．

３パーセントの割合を加算した割合とし、

年７．３パーセントの割合にあっては当該

延滞金特例基準割合に年１パーセントの割

合を加算した割合（当該加算した割合が年

７．３パーセントの割合を超える場合には、

年７．３パーセントの割合）とします。）

を乗じて計算した金額に相当する延滞金額

が加算されます。この場合における年当た

りの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間について

も、３６５日当たりの割合です。

延滞金額に１００円未満の端数があると

き、又はその全額が１，０００円未満であ

るときは、その端数金額又はその全額を切

り捨てます。

５ ［略］

１～３ ［略］

４ 延滞金

納期限までに税金を完納されないときは、

その翌日から税金完納の日までの期間の日

数に応じ、税額（１，０００円未満の端数

があるとき、又はその全額が２，０００円

未満であるときは、その端数金額又は全額

を切り捨てます。）に年１４．６パーセン

ト（納期限の翌日から１箇月を経過する日

までの期間については、年７．３パーセン

ト）の割合（当該期間の属する各年の前年

に租税特別措置法第９３条第２項の規定に

より告示された割合に年１パーセントの割

合を加算した割合（以下「特例基準割合」

という。）が年７．３パーセントの割合に

満たない場合には、その年（以下「特例基

準割合適用年」という。）中においては、

年１４．６パーセントの割合にあっては当

該特例基準割合適用年における特例基準割

合に年７．３パーセントの割合を加算した

割合とし、年７．３パーセントの割合にあ

っては当該特例基準割合に年１パーセント

の割合を加算した割合（当該加算した割合

が年７．３パーセントの割合を超える場合

には、年７．３パーセントの割合）としま

す。）を乗じて計算した金額に相当する延

滞金額が加算されます。この場合における

年当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間に

ついても、３６５日当たりの割合です。

延滞金額に１００円未満の端数があると

き、又はその全額が１，０００円未満であ

るときは、その端数金額又はその全額を切

り捨てます。

５ ［略］

 様式第６８号の２の次に次の２様式を加える。



様式第６８号の３(別表第１関係)（表） 

固定資産現所有者申告書 

   受付印 

年  月  日   

 (宛先)さいたま市長 

申告者               

住 所             

                       （所在地） 

氏 名               ○印

（名称及び代表者氏名） 

個人番号又は 

法人番号 

電話番号             

固定資産課税台帳に登録されている下記の所有者が死亡したため、さいたま市市税条

例第８３条の３の規定により、地方税法第３８４条の３に規定する「現所有者」を次の

とおり申告いたします。 

代表者となる

現所有者 

氏 名 

（名称） 

フリガナ

固定資産

課税台帳

の所有者

との続柄 

○印

個人番号 

（法人番号）

住 所 

（所在地） 

生年月日 年   月   日 電話番号  

固定資産課税

台帳の所有者 
（被相続人など）

氏 名 

フリガナ 死亡年月日 

 年  月  日 

住 所  

（注） 



様式第６８号の３(別表第１関係)（裏） 

そ

の

他

の

現

所

有

者

氏 名 

（名称） 

フリガナ 

固定資産

課税台帳

の所有者

との続柄個人番号 

（法人番号）

住 所 

（所在地） 

生年月日 年   月   日 電話番号  

氏 名 

（名称） 

フリガナ 

固定資産

課税台帳

の所有者

との続柄個人番号 

（法人番号）

住 所 

（所在地） 

生年月日 年   月   日 電話番号  

氏 名 

（名称） 

フリガナ

固定資産

課税台帳

の所有者

との続柄個人番号 

（法人番号）

住 所 

（所在地） 

生年月日 年   月   日 電話番号  

氏 名 

（名称） 

フリガナ 

固定資産

課税台帳

の所有者

との続柄個人番号 

（法人番号）

住 所 

（所在地） 

生年月日 年   月   日 電話番号  

備考欄 

（注） 



次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

様式第８０号（別表第１関係）（裏） 様式第８０号（別表第１関係）（裏）

［略］

１・２ ［略］

３ 延滞金

納期限までに税金を完納されないときは、

その翌日から税金完納の日までの期間の日

数に応じ、税額（１，０００円未満の端数

があるとき、又はその全額が２，０００円

未満であるときは、その端数金額又は全額

を切り捨てます。）に年１４．６パーセン

ト（納期限の翌日から１箇月を経過する日

までの期間については、年７．３パーセン

ト）の割合（当該期間の属する各年の前年

に租税特別措置法第９３条第２項に規定す

る平均貸付割合に年１パーセントの割合を

加算した割合（以下「延滞金特例基準割合

」という。）が年７．３パーセントの割合

に満たない場合には、その年中においては、

年１４．６パーセントの割合にあってはそ

の年における延滞金特例基準割合に年７．

３パーセントの割合を加算した割合とし、

年７．３パーセントの割合にあっては当該

延滞金特例基準割合に年１パーセントの割

合を加算した割合（当該加算した割合が年

７．３パーセントの割合を超える場合には、

年７．３パーセントの割合）とします。）

を乗じて計算した金額に相当する延滞金額

が加算されます。この場合における年当た

りの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間について

も、３６５日当たりの割合です。

延滞金額に１００円未満の端数があると

き、又はその全額が１，０００円未満であ

るときは、その端数金額又はその全額を切

り捨てます。

４ ［略］

 ［略］

［略］

１・２ ［略］

３ 延滞金

納期限までに税金を完納されないときは、

その翌日から税金完納の日までの期間の日

数に応じ、税額（１，０００円未満の端数

があるとき、又はその全額が２，０００円

未満であるときは、その端数金額又は全額

を切り捨てます。）に年１４．６パーセン

ト（納期限の翌日から１箇月を経過する日

までの期間については、年７．３パーセン

ト）の割合（当該期間の属する各年の前年

に租税特別措置法第９３条第２項の規定に

より告示された割合に年１パーセントの割

合を加算した割合（以下「特例基準割合」

という。）が年７．３パーセントの割合に

満たない場合には、その年（以下「特例基

準割合適用年」という。）中においては、

年１４．６パーセントの割合にあっては当

該特例基準割合適用年における特例基準割

合に年７．３パーセントの割合を加算した

割合とし、年７．３パーセントの割合にあ

っては当該特例基準割合に年１パーセント

の割合を加算した割合（当該加算した割合

が年７．３パーセントの割合を超える場合

には、年７．３パーセントの割合）としま

す。）を乗じて計算した金額に相当する延

滞金額が加算されます。この場合における

年当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間に

ついても、３６５日当たりの割合です。

延滞金額に１００円未満の端数があると

き、又はその全額が１，０００円未満であ

るときは、その端数金額又はその全額を切

り捨てます。

４ ［略］

 ［略］



様式第８１号（別表第１関係）（裏） 様式第８１号（別表第１関係）（裏）

［略］

１・２ ［略］

３ 延滞金

納期限までに税金を完納されないときは、

その翌日から税金完納の日までの期間の日

数に応じ、税額（１，０００円未満の端数

があるとき、又はその全額が２，０００円

未満であるときは、その端数金額又は全額

を切り捨てます。）に年１４．６パーセン

ト（納期限の翌日から１箇月を経過する日

までの期間については、年７．３パーセン

ト）の割合（当該期間の属する各年の前年

に租税特別措置法第９３条第２項に規定す

る平均貸付割合に年１パーセントの割合を

加算した割合（以下「延滞金特例基準割合

」という。）が年７．３パーセントの割合

に満たない場合には、その年中においては、

年１４．６パーセントの割合にあってはそ

の年における延滞金特例基準割合に年７．

３パーセントの割合を加算した割合とし、

年７．３パーセントの割合にあっては当該

延滞金特例基準割合に年１パーセントの割

合を加算した割合（当該加算した割合が年

７．３パーセントの割合を超える場合には、

年７．３パーセントの割合）とします。）

を乗じて計算した金額に相当する延滞金額

が加算されます。この場合における年当た

りの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間について

も、３６５日当たりの割合です。

延滞金額に１００円未満の端数があると

き、又はその全額が１，０００円未満であ

るときは、その端数金額又はその全額を切

り捨てます。

４ ［略］

［略］

１・２ ［略］

３ 延滞金

納期限までに税金を完納されないときは、

その翌日から税金完納の日までの期間の日

数に応じ、税額（１，０００円未満の端数

があるとき、又はその全額が２，０００円

未満であるときは、その端数金額又は全額

を切り捨てます。）に年１４．６パーセン

ト（納期限の翌日から１箇月を経過する日

までの期間については、年７．３パーセン

ト）の割合（当該期間の属する各年の前年

に租税特別措置法第９３条第２項の規定に

より告示された割合に年１パーセントの割

合を加算した割合（以下「特例基準割合」

という。）が年７．３パーセントの割合に

満たない場合には、その年（以下「特例基

準割合適用年」という。）中においては、

年１４．６パーセントの割合にあっては当

該特例基準割合適用年における特例基準割

合に年７．３パーセントの割合を加算した

割合とし、年７．３パーセントの割合にあ

っては当該特例基準割合に年１パーセント

の割合を加算した割合（当該加算した割合

が年７．３パーセントの割合を超える場合

には、年７．３パーセントの割合）としま

す。）を乗じて計算した金額に相当する延

滞金額が加算されます。この場合における

年当たりの割合は、閏
じゅん

年の日を含む期間に

ついても、３６５日当たりの割合です。

延滞金額に１００円未満の端数があると

き、又はその全額が１，０００円未満であ

るときは、その端数金額又はその全額を切

り捨てます。

４ ［略］

附 則

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第９号（裏）、様式第９号の２

（裏）、様式第９号の３（裏）、様式第４１号（１）（裏）、様式第４１号（２）（

表）、様式第４２号（１）（裏）、様式第４２号（３）（表）、様式第６６号（１）

（裏）、様式第８０号（裏）及び様式第８１号（裏）の改正は、令和３年１月１日か

ら施行する。



さいたま市規則第９２号 

   さいたま市旅館業法施行細則の一部を改正する規則 

 さいたま市旅館業法施行細則（平成１４年さいたま市規則第７２号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （許可申請書の様式等） 

第２条 ［略］ 

２ 前項の申請書には、省令第１条第２項の図面の

ほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  ～  ［略］ 

 入浴設備の原湯、原水、上がり用湯又は上が

り用水として使用する水の水質検査（第９条第

１項に規定する水質の基準に適合していること

を確認するための検査をいう。）の結果を記載

した書面の写し 

 ［略］ 

 （許可申請書の様式等） 

第２条 ［略］ 

２ 前項の申請書には、省令第１条第２項の図面の

ほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  ～  ［略］ 

 入浴設備の原湯、原水、上り用湯又は上り用

水として使用する水の水質検査（第９条第１項

に規定する水質の基準に適合していることを確

認するための検査をいう。）の結果を記載した

書面の写し 

 ［略］ 

 （水質の基準） 

第９条 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水と

して使用する水の水質に係る条例第５条第４項第

３号イ、第８条第１項第４号ア、第２項第４号ア

及び第３項第１号アの規則で定める基準は、別表

第１の検査項目の欄に掲げる事項につき、それぞ

れ同表の検査方法の欄に掲げる方法によって行う

検査における同表の基準の欄に掲げる基準のとお

りとする。ただし、温泉水、井戸水等を使用する

ものであるため、その基準により難く、かつ、衛

生上危害を生じるおそれがないと保健所長が認め

るときは、同表第１項から第４項までの規定の全

 部又は一部を適用しないこととすることができる。

 （水質の基準） 

第９条 原湯、原水、上り用湯及び上り用水として

使用する水の水質に係る条例第５条第４項第３号

イ、第８条第１項第４号ア、第２項第４号ア及び

第３項第１号アの規則で定める基準は、別表第１

の検査項目の欄に掲げる事項につき、それぞれ同

表の検査方法の欄に掲げる方法によって行う検査

における同表の基準の欄に掲げる基準のとおりと

する。ただし、温泉水、井戸水等を使用するもの

であるため、その基準により難く、かつ、衛生上

危害を生じるおそれがないと保健所長が認めると

きは、同表第１項から第４項までの規定の全部又

は一部を適用しないこととすることができる。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

別表第１（第９条関係） 別表第１（第９条関係） 

検査項目 検査方法 基準 

１・２ ［略］ 

３ ｐＨ値  ［略］ ５．８以上８ 

検査項目 検査方法 基準 

１・２ ［略］ 

３ 水素イオ  ［略］ 水素指数５． 



  ．６以下であ

ること。 

４ 有機物等

（全有機炭

素（ＴＯＣ

）の量又は

過マンガン

酸カリウム

消費量） 

全有機炭素（

ＴＯＣ）の量

にあっては全

有機炭素計測

定法、過マン

ガン酸カリウ

ム消費量にあ

っては滴定法 

全有機炭素（

ＴＯＣ）の量

にあっては１

リットル中に

３ミリグラム

以下、過マン

ガン酸カリウ

ム消費量にあ

っては１リッ

トル中に１０

ミリグラム以 

下であること。

５・６ ［略］ 

ン濃度  ８以上８．６

以下であるこ

と。 

４ 有機物（

全有機炭素

（ＴＯＣ）

の量） 

全有機炭素計

測定法 

１リットル中

に３ミリグラ

ム以下である

こと。 

５・６ ［略］ 

別表第２（第９条関係） 別表第２（第９条関係） 

検査項目 検査方法 基準 

１ ［略］ 

２ 有機物等

（全有機炭

素（ＴＯＣ

）の量又は

過マンガン

酸カリウム

消費量） 

全有機炭素（

ＴＯＣ）の量

にあっては全

有機炭素計測

定法、過マン

ガン酸カリウ

ム消費量にあ

っては滴定法 

全有機炭素（

ＴＯＣ）の量

にあっては１

リットル中に

８ミリグラム

以下、過マン

ガン酸カリウ

ム消費量にあ

っては１リッ

トル中に２５

ミリグラム以 

下であること。

３・４ ［略］ 

検査項目 検査方法 基準 

１ ［略］ 

２ 有機物等

（過マンガ

ン酸カリウ

ム消費量） 

滴定法 １リットル中

に２５ミリグ

ラム以下であ

ること。 

３・４ ［略］ 

様式第１号（第２条、第１２条関係） 様式第１号（第２条、第１２条関係） 

旅館業営業許可申請書 旅館業営業許可申請書 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 

 備考 次の書類を添付してください。 

  １～４ ［略］ 

  ５ 入浴設備の原湯、原水、上がり用湯又は上

がり用水として使用する水の水質検査（第９

条第１項に規定する水質の基準に適合してい

ることを確認するための検査をいう。）の結

果を記載した書面の写し 

  ６ ［略］ 

 ［略］ 

 備考 次の書類を添付してください。 

  １～４ ［略］ 

  ５ 入浴設備の原湯、原水、上り用湯又は上り

用水として使用する水の水質検査（第９条第

１項に規定する水質の基準に適合しているこ

とを確認するための検査をいう。）の結果を

記載した書面の写し 

  ６ ［略］ 

   附 則 



 この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第９３号 

   さいたま市公衆浴場法施行細則の一部を改正する規則 

 さいたま市公衆浴場法施行細則（平成１４年さいたま市規則第７３号）の一部を次

のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （営業の許可申請）  （営業の許可申請） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２ 省令第１条に規定する申請書は、公衆浴場営業

許可申請書（様式第１号）とし、次に掲げる書類

を添付しなければならない。 

２ 省令第１条に規定する申請書は、公衆浴場営業

許可申請書（様式第１号）とし、次に掲げる書類

を添付しなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 原湯、原水、上がり用湯又は上がり用水とし

て使用する水の水質検査（第８条第１項に規定

する水質の基準に適合していることを確認する

ための検査をいう。）の結果を記載した書面の

写し 

 原湯、原水、上り用湯又は上り用水に水道水

以外の水を使用する場合にあっては、当該水の

水質検査（第８条第１項に規定する水質の基準

に適合していることを確認するための検査をい

う。）の結果を記載した書面の写し 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 （水質の基準）  （水質の基準） 

第８条 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水の

水質について、条例別表第１第１７項の規則で定

める基準は、別表第１の検査項目の欄に掲げる事

項につき、それぞれ同表の検査方法の欄に掲げる

方法によって行う検査における同表の基準の欄に

掲げるとおりとする。ただし、温泉水、井戸水等

を使用するものであるため、この基準により難く、

 かつ、衛生上危害を生じるおそれがないと保健所

長が認めるときは、同表第１項から第４項までの

規定の全部又は一部を適用しないこととすること

ができる。 

第８条 水道水以外の水を使用した原湯、原水、上

り用湯及び上り用水の水質について、条例別表第

１第１７項の規則で定める基準は、別表第１の検

査項目の欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の

検査方法の欄に掲げる方法によって行う検査にお

ける同表の基準の欄に掲げるとおりとする。ただ

し、温泉水、井戸水等を使用するものであるため、

 この基準により難く、かつ、衛生上危害を生じる

おそれがないと保健所長が認めるときは、同表第

１項から第４項までの規定の全部又は一部を適用

しないこととすることができる。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

別表第１（第８条関係） 別表第１（第８条関係） 

検査項目 検査方法 基準 

１・２ ［略］ 

検査項目 検査方法 基準 

１・２ ［略］ 



３ ｐＨ値  ［略］ ５．８以上８ 

．６以下であ

ること。 

４ 有機物等

（全有機炭

素（ＴＯＣ

）の量又は

過マンガン

酸カリウム

消費量） 

全有機炭素（

ＴＯＣ）の量

にあっては全

有機炭素計測

定法、過マン

ガン酸カリウ

ム消費量にあ

っては滴定法 

全有機炭素（

ＴＯＣ）の量

にあっては１

リットル中に

３ミリグラム

以下、過マン

ガン酸カリウ

ム消費量にあ

っては１リッ

トル中に１０

ミリグラム以 

下であること。

５・６ ［略］ 

３ 水素イオ

ン濃度 

 ［略］ 水素指数５．

８以上８．６

以下であるこ

と。 

４ 有機物（

全有機炭素

（ＴＯＣ）

の量） 

全有機炭素計

測定法 

１リットル中

に３ミリグラ

ム以下である

こと。 

５・６ ［略］ 

別表第２（第８条関係） 別表第２（第８条関係） 

検査項目 検査方法 基準 

１ ［略］ 

２ 有機物等

（全有機炭

素（ＴＯＣ

）の量又は

過マンガン

酸カリウム

消費量） 

全有機炭素（

ＴＯＣ）の量

にあっては全

有機炭素計測

定法、過マン

ガン酸カリウ

ム消費量にあ

っては滴定法 

全有機炭素（

ＴＯＣ）の量

にあっては１

リットル中に

８ミリグラム

以下、過マン

ガン酸カリウ

ム消費量にあ

っては１リッ

トル中に２５

ミリグラム以 

下であること。

３・４ ［略］ 

検査項目 検査方法 基準 

１ ［略］ 

２ 有機物等

（過マンガ

ン酸カリウ

ム消費量） 

滴定法 １リットル中

に２５ミリグ

ラム以下であ

ること。 

３・４ ［略］ 

様式第１号（第２条、第７条関係） 様式第１号（第２条、第７条関係） 

公衆浴場営業許可申請書 公衆浴場営業許可申請書 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 

 備考 次の書類を添付してください。 

  １～４ ［略］ 

  ５ 原湯、原水、上がり用湯又は上がり用水と

して使用する水の水質検査（第８条第１項に

規定する水質の基準に適合していることを確

認するための検査をいう。）の結果を記載し

た書面の写し 

  ６・７ ［略］ 

 ［略］ 

 備考 次の書類を添付してください。 

  １～４ ［略］ 

  ５ 原湯、原水、上り用湯又は上り用水に水道

水以外の水を使用する場合にあっては、当該

水の水質検査（第８条第１項に規定する水質

の基準に適合していることを確認するための

検査をいう。）の結果を記載した書面の写し

  ６・７ ［略］ 

   附 則 



 この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第９４号 

   さいたま市住宅用家屋証明規則の一部を改正する規則 

 さいたま市住宅用家屋証明規則（平成１３年さいたま市規則第２２４号）の一部を

次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（証明申請の手続） （証明申請の手続） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 個人が取得した建築後使用されたことのない家

屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合

は、第１項の申請書を提出するときに、次に掲げ

る書類又はその写しを提出し、又は提示しなけれ

ばならない。ただし、第３号の証明書及び前項第

４号の申立書については、提出に限る。 

  ・  ［略］ 

 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得

に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物

取引業者（宅地建物取引業法（昭和２７年法律

第１７６号）第２条第３号に規定する宅地建物

取引業者をいう。）の当該家屋が建築後使用さ

れたことのないものである旨の証明書 

  ・  ［略］ 

３ 個人が取得した建築後使用されたことのない家

屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合

は、第１項の申請書を提出するときに、次に掲げ

る書類又はその写しを提出し、又は提示しなけれ

ばならない。ただし、第３号の証明書及び前項第

４号の申立書については、提出に限る。 

  ・  ［略］ 

 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得

に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物

取引業者の当該家屋が建築後使用されたことの

ないものである旨の証明書 

  ・  ［略］ 

４ 個人が取得した建築後使用されたことのある家

屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合

は、第１項の申請書を提出するときに、次に掲げ

る書類又はその写しを提出し、又は提示しなけれ

ばならない。ただし、第２項第４号の申立書につ

いては、提出に限る。 

４ 個人が取得した建築後使用されたことのある家

屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合

は、第１項の申請書を提出するときに、次に掲げ

る書類又はその写しを提出し、又は提示しなけれ

ばならない。ただし、第２項第４号の申立書につ

いては、提出に限る。 

 ［略］   ［略］ 

 建築後２５年超（当該家屋が耐火建築物（登

記記録に記録された当該家屋の構造が石造、れ

んが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄

筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

である建物。以下この号において同じ。）であ

る家屋である場合に限る。）又は２０年超（当

該家屋が耐火建築物以外の家屋である場合に限

る。）の家屋について証明を受けようとする場

 建築後２５年超（当該家屋が耐火建築物（登

記記録に記録された当該家屋の構造が石造、れ

んが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄

筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

である建物。以下この号において同じ。）であ

る家屋である場合に限る。）又は２０年超（当

該家屋が耐火建築物以外の家屋である場合に限

る。）の家屋について証明を受けようとする場



合は、次のいずれかの書類 合は、次のいずれかの書類 

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］ 

  ウ 当該家屋について交付された既存住宅売買

瑕疵担保責任保険契約（次の(ア)及び(イ)に掲げ

る要件に適合する保険契約であって、当該家

屋の取得の日前２年以内に締結されたものに

限る。）が締結されていることを証する書類

  ウ 当該家屋について交付された既存住宅売買

瑕疵担保責任保険契約（次の(ア)及び(イ)に掲げ

る要件に適合する保険契約であって、当該家

屋の取得の日前２年以内に締結されたものに

限る。）が締結されていることを証する書類

(ア) [略]    (ア) [略] 

(イ) 建築後使用されたことのある住宅の用に

供する家屋の構造耐力上主要な部分（住宅

の品質確保の促進等に関する法律施行令（

平成１２年政令第６４号）第５条第１項に

規定する構造耐力上主要な部分をいう。以

下同じ。）に瑕疵（住宅の品質確保の促進

等に関する法律第２条第５項に規定する瑕

疵をいう。以下同じ。）（構造耐力に影響

のないものを除く。次のｂにおいて同じ。

）がある場合において、次のａ又はｂに掲

げる場合の区分に応じ、それぞれａ又はｂ

に掲げる損害を填補するものであること。

(イ) 建築後使用されたことのある住宅の用に

供する家屋の構造耐力上主要な部分（住宅

の品質確保の促進等に関する法律施行令（

平成１２年政令第６４号）第５条第１項に

規定する構造耐力上主要な部分をいう。以

下同じ。）に隠れた瑕疵（構造耐力に影響

のないものを除く。以下同じ。）がある場

合において、次のａ又はｂに掲げる場合の

区分に応じ、それぞれａ又はｂに掲げる損

害を填補するものであること。 

    ａ 宅地建物取引業者（特定住宅瑕疵担保

責任の履行の確保等に関する法律第２条

第４項に規定する宅地建物取引業者をい

う。以下この号及び次号イにおいて同じ。

）が売主である場合 既存住宅売買瑕疵

担保責任（建築後使用されたことのある

住宅の用に供する家屋の売買契約におい

て、宅地建物取引業者が負うこととされ

ている民法（明治２９年法律第８９号）

第４１５条、第５４１条、第５４２条、

第５６２条及び第５６３条に規定する担

保の責任をいう。）を履行することによ

って生じた当該宅地建物取引業者の損害

    ａ 宅地建物取引業者（特定住宅瑕疵担保

責任の履行の確保等に関する法律第２条

第３項に規定する宅地建物取引業者をい

う。以下同じ。）が売主である場合 既

存住宅売買瑕疵担保責任（建築後使用さ

れたことのある住宅の用に供する家屋の

売買契約において、宅地建物取引業者が

負うこととされている民法（明治２９年

法律第８９号）第５７０条において準用

する同法第５６６条第１項に規定する担

保の責任をいう。）を履行することによ

って生じた当該宅地建物取引業者の損害

    ｂ 宅地建物取引業者以外の者が売主であ

る場合 既存住宅売買瑕疵保証責任（保

証者（建築後使用されたことのある住宅

の用に供する家屋の構造耐力上主要な部

分に瑕疵がある場合において、買主に生

じた損害を填補することを保証する者を

いう。以下同じ。）が負う保証の責任を

いう。）を履行することによって生じた

保証者の損害 

    ｂ 宅地建物取引業者以外の者が売主であ

る場合 既存住宅売買瑕疵保証責任（保

証者（建築後使用されたことのある住宅

の用に供する家屋の構造耐力上主要な部

分に隠れた瑕疵がある場合において、買

主に生じた損害を填補することを保証す

る者をいう。以下同じ。）が負う保証の

責任をいう。）を履行することによって

生じた保証者の損害 

 租税特別措置法施行令第４２条の２の２第２

項に規定する特定の増改築等がされた住宅用家

屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるた

めに証明を受けようとする場合は、宅地建物取

引業法第２条第３号に規定する宅地建物取引業

者から証明の申請を受けた建築士（建築士法第

２３条の３第１項の規定により登録された建築

士事務所に属する建築士に限るものとし、当該

申請に係る住宅用の家屋が同法第３条第１項各

 租税特別措置法施行令第４２条の２の２第２

項に規定する特定の増改築等がされた住宅用家

屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるた

めに証明を受けようとする場合は、宅地建物取

引業法（昭和２７年法律第１７６号）第２条第

３号に規定する宅地建物取引業者から証明の申

請を受けた建築士（建築士法第２３条の３第１

項の規定により登録された建築士事務所に属す

る建築士に限るものとし、当該申請に係る住宅



号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、

同法第３条の２第１項各号に掲げる建築物であ

るときは一級建築士又は二級建築士に限るもの

とする。）、建築基準法第７７条の２１第１項

に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保

の促進等に関する法律第５条第１項に規定する

登録住宅性能評価機関又は保険法人が、当該申

請に係る工事が租税特別措置法施行令第４２条

の２の２第２項第１号に規定する増築、改築、

大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第

２号に規定する修繕若しくは模様替、同項第３

号に規定する修繕若しくは模様替、同項第４号

に規定する修繕若しくは模様替、同項第５号に

規定する修繕若しくは模様替、同項第６号に規

定する修繕若しくは模様替又は同項第７号に規

定する修繕若しくは模様替に該当する旨を証す

る増改築等工事証明書（様式第３号）。ただし、

租税特別措置法施行令第４２条の２の２第２項

第７号に掲げる工事に要した費用の額が５０万

円を超える場合においては、増改築等工事証明

書に加えて、当該家屋について交付された既存

住宅売買瑕疵担保責任保険契約（次のア及びイ

に掲げる要件に適合するものに限る。）が締結

されていることを証する書類 

用の家屋が同法第３条第１項各号に掲げる建築

物であるときは一級建築士に、同法第３条の２

第１項各号に掲げる建築物であるときは一級建

築士又は二級建築士に限るものとする。）、建

築基準法第７７条の２１第１項に規定する指定

確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関す

る法律第５条第１項に規定する登録住宅性能評

価機関又は保険法人が、当該申請に係る工事が

租税特別措置法施行令第４２条の２の２第２項

第１号に規定する増築、改築、大規模の修繕若

しくは大規模の模様替、同項第２号に規定する

修繕若しくは模様替、同項第３号に規定する修

繕若しくは模様替、同項第４号に規定する修繕

若しくは模様替、同項第５号に規定する修繕若

しくは模様替、同項第６号に規定する修繕若し

くは模様替又は同項第７号に規定する修繕若し

くは模様替に該当する旨を証する増改築等工事

証明書（様式第３号）。ただし、租税特別措置

法施行令第４２条の２の２第２項第７号に掲げ

る工事に要した費用の額が５０万円を超える場

合においては、増改築等工事証明書に加えて、

当該家屋について交付された既存住宅売買瑕疵

担保責任保険契約（次のア及びイに掲げる要件

に適合するものに限る。）が締結されているこ

とを証する書類 

  ア [略]   ア [略] 

  イ 建築後使用されたことのある居住の用に供

する家屋の給水管若しくは排水管に瑕疵（通

常有すべき性能又は機能に影響のないものを

除く。）がある場合又は雨水の浸入を防止す

る部分（住宅の品質確保の促進等に関する法

律施行令第５条第２項に規定する雨水の浸入

を防止する部分をいう。）に瑕疵（雨水の浸

入に影響のないものを除く。）がある場合に

おいて、既存住宅売買瑕疵担保責任（建築後

使用されたことのある居住の用に供する家屋

の売買契約において、宅地建物取引業者が負

うこととされている民法第４１５条、第５４

１条、第５４２条、第５６２条及び第５６３

条に規定する担保の責任をいう。）を履行す

ることによって生じた当該宅地建物取引業者

の損害を補填するものであること。 

  イ 建築後使用されたことのある居住の用に供

する家屋の給水管若しくは排水管に隠れた瑕

疵（通常有すべき性能又は機能に影響のない

ものを除く。）がある場合又は雨水の浸入を

防止する部分（住宅の品質確保の促進等に関

する法律施行令第５条第２項に規定する雨水

の浸入を防止する部分をいう。）に隠れた瑕

疵（雨水の浸入に影響のないものを除く。）

がある場合において、既存住宅売買瑕疵担保

責任（建築後使用されたことのある居住の用

に供する家屋の売買契約において、宅地建物

取引業者（特定住宅瑕疵担保責任の履行の確

保等に関する法律第２条第３項に規定する宅

地建物取引業者をいう。以下同じ。）が負う

こととされている民法第５７０条において準

用する同法第５６６条第１項に規定する担保

の責任をいう。）を履行することによって生

じた当該宅地建物取引業者の損害を補填する

ものであること。 

  ・  [略]   ・  [略] 

様式第２号（第２条関係） 様式第２号（第２条関係） 

耐震基準適合証明書 耐震基準適合証明書 

 ［略］  ［略］ 

 １．証明者が建築士事務所に属する建築士の場合  １．証明者が建築士事務所に属する建築士の場合



証明を行っ

た建築士 

氏 名 印

 ［略］ 

 ［略］ 

証明を行っ

た建築士 

氏 名 印 

住 所  

 ［略］ 

 ［略］ 

 ２．証明者が指定確認検査期間の場合 

 ［略］ 

調査を行っ

た建築士又 

は建築基準

適合判定資

格者 

氏 名 

 ［略］ 

 ２．証明者が指定確認検査期間の場合 

 ［略］ 

調査を行っ

た建築士又 

は建築基準

適合判定資

格者 

氏 名  

住 所  

 ［略］ 

３．証明者が登録住宅性能評価機関の場合 

 ［略］ 

調査を行っ 氏 名 

た建築士又

は建築基準

適合判定資

格者検定合

格者 

 ［略］ 

 ３．証明者が登録住宅性能評価機関の場合 

 ［略］ 

調査を行っ 氏 名  

た建築士又

は建築基準

適合判定資

格者検定合

格者 

住 所  

 ［略］ 

 ４．証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合 

 ［略］ 

調査を行っ

た建築士又

は建築基準

適合判定資

格者検定合

格者 

氏 名 

 ［略］ 

 注 

 ４．証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合 

 ［略］ 

調査を行っ

た建築士又

は建築基準

適合判定資

格者検定合

格者 

氏 名  

住 所  

 ［略］ 

様式第３号を次のように改める。 



様式第３号（第２条関係）
増改築等工事証明書 

（特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例及び 

改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用） 

証明申請者 
住所  

氏名  

家屋番号及び所在地  

工事完了年月日  

１．実施した工事の種別 

第１号工事 １ 増築  ２ 改築  ３ 大規模の修繕  ４ 大規模の模様替 

第２号工事 

共同住宅等の区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又

は模様替 

 １ 床の過半の修繕又は模様替 ２ 階段の過半の修繕又は模様替 

 ３ 間仕切壁の過半の修繕又は模様替 ４ 壁の過半の修繕又は模様替 

第３号工事 

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替 

 １ 居室  ２ 調理室  ３ 浴室  ４ 便所  ５ 洗面所  

６ 納戸  ７ 玄関  ８ 廊下 

第４号工事

（耐震改修

工事） 

次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替 

 １ 建築基準法施行令第３章及び第５章の４の規定 

 ２ 地震に対する安全性に係る基準 

第５号工事

（バリアフ

リー改修工

事） 

バリアフリー化のための次のいずれかに該当する修繕又は模様替 
 １ 通路又は出入口の拡幅  ２ 階段の勾配の緩和  ３ 浴室の改良
 ４ 便所の改良  ５ 手すりの取付  ６ 床の段差の解消 
 ７ 出入口の戸の改良  ８ 床材の取替 

第６号工事

（省エネ改

修工事） 

全ての居室
の全ての窓
の断熱改修
工事を実施
した場合 

省エネルギー化のための修繕又は模様替 
 １ 窓の断熱性を高める工事 

上記１と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替 

 ２ 天井等の断熱性を高める工事 

３ 壁の断熱性を高める工事   

 ４ 床等の断熱性を高める工事 

地域区分
 １地域  ２地域  ３地域  ４地域
 ５地域  ６地域  ７地域  ８地域 

改修工事後
の住宅の一
定の省エネ
性能が証明
される場合 

住宅性能評

価書により

証明される

場合 

省エネルギー化のための修繕又は模様替 
１ 窓の断熱性を高める工事 

上記１と併せて行う次のいずれかに該当する修繕
又は模様替 
２ 天井等の断熱性を高める工事 
３ 壁の断熱性を高める工事   

４ 床等の断熱性を高める工事 

地域 
区分 

１地域 ２地域 ３地域 ４地域 
５地域 ６地域 ７地域 ８地域 



改修工事後の
住宅の省エネ
性能 

１ 断熱性能等級４ 
２ 一次エネルギー消費量等級４以
上及び断熱等性能等級３ 

住宅性能評価
書を交付した
登録住宅性能
評価機関

名称  

登録番号 第        号 

住宅性能評価書の交付番号 第        号 

住宅性能評価書の交付年月
日

   年  月  日 

増改築によ

る長期優良

住宅建築等

計画の認定

により証明

される場合

省エネルギー化のための修繕又は模様替 
１ 窓の断熱性を高める工事 

上記１と併せて行う次のいずれかに該当する修繕
又は模様替 
２ 天井等の断熱性を高める工事 
３ 壁の断熱性を高める工事   

４ 床等の断熱性を高める工事 

地域 
区分 

１地域 ２地域 ３地域 ４地域 
５地域 ６地域 ７地域 ８地域 

改修工事後の
住宅の省エネ
性能

１ 断熱性能等級４ 
２ 一次エネルギー消費量等級４以
上及び断熱等性能等級３ 

長期優良住宅建築等計画
の認定主体
長期優良住宅建築等計画
の認定番号

第        号 

長期優良住宅建築等計画
の認定年月日

   年  月  日 

第７号工事

（給排水管 

・雨水の浸

入を防止す

る部分に係

る工事） 

１ 給水管に係る修繕又は模様替 

２ 排水管に係る修繕又は模様替 

３ 雨水の浸入を防止する部分に係る修繕又は模様替 



２．実施した工事の内容 

３．実施した工事の費用の額 

 特定の増改築等に要した費用の総額 

第１号工事～第７号工事に要した費用の総額 
円

 特定の増改築等のうち、第１号工事～第６号工事に要した費用の額 

 第１号工事～第６号工事に要した費用の額 
円

 特定の増改築等のうち、第４号工事、第５号工事、第６号工事又は第７号工事に要した費

用の額 

① 第４号工事に要した費用の額 
円

② 第５号工事に要した費用の額 
円

③ 第６号工事に要した費用の額 
円

④ 第７号工事に要した費用の額 
円



上記の工事が、租税特別措置法施行令及び地方税法施行令に規定する工事に該当することを証明し

ます。 

証明年月日     年    月    日 

 証明者が建築士事務所に属する建築士の場合 

証明を行った建
築士 

氏   名                     ○印

一級建築士、
二級建築士又
は木造建築士
の別 

登 録 番 号  

登録を受けた都道府
県名（二級建築士又
は木造建築士の場合
） 

証明を行った建
築士の属する建
築士事務所 

名   称  

所 在 地  

一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木
造建築士事務所の別 

登録年月日及び登録番号  

 証明者が指定確認検査機関の場合 

証明を行った指
定確認検査機関 

名   称                     ○印

住   所  

指定年月日及
び指定番号 
指定をした者  

調査を行った建
築士又は建築基
準適合判定資格
者 

氏   名  

建築士 
の場合 

一級建築士、
二級建築士又
は木造建築士
の別 

登 録 番 号  

登録を受けた都道府
県名（二級建築士又
は木造建築士の場合
） 

建築基準適合判定資格者の場合 
登 録 番 号  

登録を受けた地方整
備局等名 



 証明者が登録住宅性能評価機関の場合 

証明を行った登
録住宅性能評価
機関 

名   称                     ○印

住   所  

登録年月日及
び登録番号 
登録をした者  

調査を行った建
築士又は建築基
準適合判定資格
者検定合格者 

氏   名  

建築士
の場合 

一級建築士、
二級建築士又
は木造建築士
の別 

登 録 番 号  

登録を受けた都道府
県名（二級建築士又
は木造建築士の場合
） 

建築基準適合判定資格者検定合格者
の場合 

合格通知日付又は合
格証書日付 

合格通知番号又は合
格証書番号 

 証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合 

証明を行った住
宅瑕疵担保責任
保険法人 

名    称                     ○印

住    所  

指定年月日  

調査を行った建
築士又は建築基
準適合判定資格
者検定合格者 

氏    名  

建築士
の場合 

一級建築士、
二級建築士又
は木造建築士
の別 

登 録 番 号  

登録を受けた都道府
県名（二級建築士又
は木造建築士の場合
） 

建築基準適合判定資格者検定合格者
の場合 

合格通知日付又は合
格証書日付 

合格通知番号又は合
格証書番号 

 注 



附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第９５号 

   失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則 

 失業者の退職手当支給規則（平成２６年さいたま市規則第１３８号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

   附 則   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。  この規則は、公布の日から施行する。 

 （特定退職者に関する暫定措置） 

２ 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則

附則第１条の４に規定する離職の日に相当する期

間内である者に係る第７条及び第２２条第１項の

規定の適用については、第７条中「次のとおり」

とあるのは「雇用保険法施行規則（昭和５０年労

働省令第３号）附則第１条の４の規定により読み

替えられた同令第３６条（各号列記以外の部分に

限る。）に規定する理由により退職した者のほ

か、次のとおり」と、第２２条第１項中「雇用保

険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）」と

あるのは「雇用保険法施行規則」とする。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の失業者の退職手当支給

規則の規定は、令和２年５月１日以後に退職した者について適用する。 



さいたま市規則第９６号 

   さいたま市保健所長事務委任規則の一部を改正する規則 

 さいたま市保健所長事務委任規則（平成１４年さいたま市規則第５０号）の一部を

次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律等に関する委任事務） 

 （医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律等に関する委任事務） 

第２６条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第

１４５号。以下この条において「法」という。）、

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律施行令（昭和３６年政令第１

１号。以下この条において「令」という。）及び

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律施行規則（昭和３６年厚生省

令第１号。以下この条において「省令」という。

）に関する事務のうち、保健所長に委任する事務

は、次のとおりとする。 

第２６条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び

安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第

 １４５号。以下この条において「法」という。）、

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律施行令（昭和３６年政令第１

１号。以下この条において「令」という。）及び

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律施行規則（昭和３６年厚生省

令第１号。以下この条において「省令」という。

）に関する事務のうち、保健所長に委任する事務

は、次のとおりとする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 法第１４条第１３項の規定による薬局製造販

売医薬品の製造販売に係る一部変更の承認に関

すること。 

 法第１４条第９項の規定による薬局製造販売

医薬品の製造販売に係る変更の承認に関するこ

と。 

 法第１４条第１４項の規定による薬局製造販

売医薬品の製造販売に係る軽微な変更の届出の

受理に関すること。 

 法第１４条第１０項の規定による薬局製造販

売医薬品の製造販売に係る軽微な変更の届出の

受理に関すること。 

  ～(25) ［略］   ～(25) ［略］ 

(26) 法第６９条第４項の規定による報告の徴収、

立入検査及び収去に関すること。 

(27) 法第６９条第５項の規定による報告の徴収、

立入検査及び収去に関すること。 

(26) 法第６９条第４項の規定による報告の徴収、

立入検査及び収去に関すること。 

(28) 法第７０条第３項の規定による医薬品等の廃

棄等の処分に関すること。 

(27) 法第７０条第２項の規定による医薬品等の廃

棄等の処分に関すること。 

(29) ［略］  (28) ［略］ 

(30) ［略］  (29) ［略］ 

(31) ［略］  (30) ［略］ 



(32) ［略］  (31) ［略］ 

(33) ［略］  (32) ［略］ 

(34) ［略］  (33) ［略］ 

(35) ［略］  (34) ［略］ 

(36) ［略］  (35) ［略］ 

(37) ［略］  (36) ［略］ 

(38) ［略］  (37) ［略］ 

(39) ［略］  (38) ［略］ 

(40) ［略］  (39) ［略］ 

(41) ［略］  (40) ［略］ 

(42) ［略］  (41) ［略］ 

(43) ［略］  (42) ［略］ 

(44) ［略］  (43) ［略］ 

(45) ［略］  (44) ［略］ 

(46) ［略］  (45) ［略］ 

(47) ［略］  (46) ［略］ 

(48) ［略］  (47) ［略］ 

(49) ［略］  (48) ［略］ 

(50) ［略］  (49) ［略］ 

(51) ［略］  (50) ［略］ 

(52) ［略］  (51) ［略］ 

(53) ［略］  (52) ［略］ 

(54) ［略］  (53) ［略］ 

(55) ［略］  (54) ［略］ 

(56) ［略］  (55) ［略］ 

(57) ［略］  (56) ［略］ 

(58) ［略］  (57) ［略］ 

(59) ［略］  (58) ［略］ 

(60) ［略］  (59) ［略］ 

(61) ［略］  (60) ［略］ 

(62) ［略］  (61) ［略］ 

(63) ［略］  (62) ［略］ 

(64) ［略］  (63) ［略］ 

(65) ［略］  (64) ［略］ 

(66) ［略］  (65) ［略］ 

(67) ［略］  (66) ［略］ 

(68) ［略］  (67) ［略］ 

(69) ［略］  (68) ［略］ 

(70) ［略］  (69) ［略］ 

(71) ［略］  (70) ［略］ 

(72) ［略］  (71) ［略］ 

(73) ［略］  (72) ［略］ 

(74) ［略］  (73) ［略］ 

(75) ［略］  (74) ［略］ 

(76) ［略］  (75) ［略］ 

(77) ［略］  (76) ［略］ 



(78) ［略］  (77) ［略］ 

(79) ［略］  (78) ［略］ 

(80) ［略］  (79) ［略］ 

(81) ［略］  (80) ［略］ 

(82) ［略］  (81) ［略］ 

(83) ［略］  (82) ［略］ 

(84) ［略］  (83) ［略］ 

(85) ［略］  (84) ［略］ 

(86) ［略］  (85) ［略］ 

(87) ［略］  (86) ［略］ 

(88) ［略］  (87) ［略］ 

(89) ［略］  (88) ［略］ 

   附 則 

 この規則は、令和２年９月１日から施行する。 



さいたま市規則第９７号 

   さいたま市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市国民健康保険条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１２９号）の

一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （条例附則第１３項の規則で定める日） 

第３４条の４ 条例附則第１３項の規則で定める日

は、令和２年１２月３１日とする。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第９８号

   さいたま市生活保護法施行細則の一部を改正する規則

 さいたま市生活保護法施行細則（平成１３年さいたま市規則第８１号）の一部を次

のように改正する。

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当  

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （保護金品の交付）  （保護金品の交付）

第６条 ［略］ 第６条 ［略］

２ 福祉事務所長は、被保護者を法第３０条第１項

ただし書の規定により入所の委託をしているとき

（日常生活支援住居施設に入所の委託をしている

ときを除く。）は、受託者に対し、保護金品に保

護費支給明細書又は保護物品交付明細書を添え、

毎月５日を例として交付しなければならない。

２ 福祉事務所長は、被保護者を法第３０条第１項

ただし書の規定により入所の委託をしているとき

は、受託者に対し、保護金品に保護費支給明細書

又は保護物品交付明細書を添え、毎月５日を例と

して交付しなければならない。 

３ ［略］ ３ ［略］

 様式第２０号を次のように改める。



様式第２０号（第９条関係） 

被保護者入所（利用）委託書 

第   号  

 年 月 日  

      様 

さいたま市  福祉事務所長  印  

       第３０条第１項ただし書 

 生活保護法 第３３条第２項    の規定により、次の者の入所（利用）に 

       第３６条第２項 

ついて、貴所に委託します。 

（フリガナ） 

被保護者氏名 

（世帯主 ・ 世帯主以外） 

 年  月  日生 

摘要  

委託開始年月日                年  月  日 

重点的要支援者（日常生活支援住居施設のみ） 該当 ・ 非該当 

利用委託の種別（授産のみ）         施設 ・ 家庭 

備考 



   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第９９号

   さいたま市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則の一部を改正する規則

 さいたま市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則（平成２０年さいたま市規則第５

７号）の一部を次のように改正する。

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当  

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （支援給付金品の交付）  （支援給付金品の交付）

第６条 ［略］ 第６条 ［略］

２ 福祉事務所長は、被支援者についてその例によ

るものとされた生活保護法第３０条第１項ただし

書の規定により入所の委託をしているとき（日常

生活支援住居施設に入所の委託をしているときを

除く。）は、受託者に対し、支援給付金品に支援

給付費支給明細書又は支援給付物品交付明細書を

添え、毎月５日を例として交付しなければならな

い。

２ 福祉事務所長は、被支援者についてその例によ

るものとされた生活保護法第３０条第１項ただし

書の規定により入所の委託をしているときは、受

託者に対し、支援給付金品に支援給付費支給明細

書又は支援給付物品交付明細書を添え、毎月５日

を例として交付しなければならない。

 様式第２０号を次のように改める。



様式第２０号（第９条関係） 

被支援者入所（利用）委託書 

第   号  

 年 月 日  

      様 

さいたま市  福祉事務所長  印  

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律においてその例によるものとされた、

       第３０条第１項ただし書 

 生活保護法 第３３条第２項    の規定により、次の者の入所（利用）に 

       第３６条第２項 

ついて、貴所に委託します。 

（フリガナ） 

被支援者氏名 

（世帯主 ・ 世帯主以外） 

 年  月  日生 

摘要  

委託開始年月日                年  月  日 

重点的要支援者（日常生活支援住居施設のみ） 該当 ・ 非該当 

利用委託の種別（授産のみ）         施設 ・ 家庭 

備考 



   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第１００号 

   さいたま市自動車の臨時運行許可に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市自動車の臨時運行許可に関する規則（平成１３年さいたま市規則第１５

２号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （申請） 

第２条 臨時運行許可を受けようとする者（以下「

申請者」という。）は、自動車臨時運行許可申請

書（様式第１号。以下「申請書」という。）を市

長に提出し、かつ、自動車損害賠償保障法（昭和

３０年法律第９７号）による自動車損害賠償責任

保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書及

び次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなけ

ればならない。 

  ・  ［略］ 

 自動車検査証返納証明書 

 自動車予備検査証 

 前各号に掲げるもののほか、当該自動車を確

認できる書類 

２ 申請者は、申請書を提出する際に、自動車運転

免許証その他申請者を確認できる書類（申請者が

法人の場合にあっては、申請書を持参した者を確

認できる書類）を提示しなければならない。 

３ 申請者は、市長が必要があると認めるときは、

申請内容を確認できる書類を提示しなければなら

ない。 

 （申請） 

第２条 臨時運行許可を受けようとする者（以下「

申請者」という。）は、自動車臨時運行許可申請

書（様式第１号。以下「申請書」という。）を市

長に提出し、かつ、自動車損害賠償保障法（昭和

３０年法律第９７号）による自動車損害賠償責任

証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書及び次

の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければ

ならない。 

  ・  ［略］ 

 前２号に掲げるもののほか、自動車を確認で

きる書類 

２ 市長は、必要があると認めるときは、申請者に

対し、申請者が本人であることを確認できる書類

の提示を求めることができる。 

 様式第１号を次のように改める。 



自(From) 年 月 日

至(To) 年 月 日

　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

―

（代表者）

～

注

様式第１号（第２条関係）

自動車臨時運行許可申請書

APPLICATION FOR CAR TEMPORARY PLATE

車名
Maker of the vehicle

形状
Type of Body

１　箱型（Box-shaped）           　２　ステーションワゴン（Station Wagon）

３　バン（Van）                    ４　キャブオーバ（Cab-over）

５　オートバイ（Motorcycle）　   　６　その他(Other） (                        )

車台番号
Serial No.

自動車損害賠償責任保険　Car Insurance

運行の目的
Purpose

１　車検のための回送(Inspection)　       ２　登録のための回送(Registration) 保険会社名
Name of Co.

３　封印取付け(Seal)のための回送
証明書番号
Voucher No.４　その他(Other）　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

運行の経路
Route

出発地（From）  経由地（Via）　到着地（To）
※発着主要経路の地点名を記入してください。

保険期間
Insurance
Period

運行の期間
Service period 備     考※目的達成に必要な最小限の日数を記入してください。

（通常、整備のための回送は１日間、車検・登録のための回送は１～２日間です。)

年 月 日

至(To) 年 月 日

自(From)

注意事項に同意の上、上記のとおり臨時運行の許可を申請します。

番号標番号

（宛名）さいたま市　　　　　区長

１　・　２

枚数

申

請

人

住所
Applicant's Address

許可番号 　　　Ｎｏ．

氏名または名称
Name

※法人の場合は
代表者名も

記入してください。
日

日電話番号
　　　　　　　　　　（　　　　　）
　　　　　　　　　　（　　　　　）

業     種
Type of industry

１ 販売業(Sales)      ２ 整備業(Maintenance Services)
３ 個人(Personal)

返納年月日

許可年月日 日月年

有効期間
年

年

月

月

番号標受領者氏名・住所
Recipient name

Applicant's Address

※申請人と異なる場合のみ記入
備     考

　返納期限　　　　　　年　　　　月　　　　日まで



   附 則 

 この規則は、令和３年１月１日から施行する。ただし、第２条第１項の改正は、公

布の日から施行する。 



さいたま市規則第１０１号 

   さいたま市立病院管理規則の一部を改正する規則 

 さいたま市立病院管理規則（平成１３年さいたま市規則第１４５号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （使用料）  （使用料） 

第１３条 さいたま市病院事業の設置等に関する条

例（平成１３年さいたま市条例第１９８号。以下

「条例」という。）第５条第１項ただし書に規定

する使用料の額は、別表第２に定める額に１００

分の１１０を乗じて得た額（次に掲げる使用料に

ついては、同表に定める額）とする。 

第１３条 さいたま市病院事業の設置等に関する条

例（平成１３年さいたま市条例第１９８号。以下

「条例」という。）第５条第１項ただし書に規定

する使用料の額は、別表第２に定める額に１００

分の１１０を乗じて得た額（次に掲げる使用料に

ついては、同表に定める額）とする。 

 ・  ［略］  ・  ［略］ 

 入院時食事療養費  入院時食事療養 

 ・  ［略］  ・  ［略］ 

 産後ケア事業 

別表第２（第１３条関係） 別表第２（第１３条関係） 

 ［略］ 

検

査

料

［略］ 

歯

科

イ

ン

プ

ラ

ン

ト

治

療

料

ラジオグラフィッ

クガイド 

２０，０００円

シミュレーション ２５，０００円

一次手

術 

手術基本

料 

５０，０００円

埋入料 １本につき １０

０，０００円 

サージ

カルガ

イド 

１本用 ３７，５００円

２～４本

用 

５５，５００円

５本以上

用 

９３，０００円

 ［略］ 

検

査

料

［略］   



備考 

１～７ ［略］ 

８ 「歯科インプラント治療料」とは、歯科イ

ンプラント治療に係る手技料等をいい、治療

に使用する材料費は実費を別に徴収する。 

骨移植 サイナス

リフト 

片側につき ８６

，７００円 

ソケット

リフト 

１本につき １５

，０００円 

二次手術 １本につき ２０

，０００円 

補綴 仮歯 １本につき ５０

，０００円 

仮歯（ダ

ミー部） 

１本につき ２５

，０００円 

単独歯（

インプラ

ント部） 

１本につき １５

０，０００円 

ブリッジ

（ダミー

部） 

１本につき ７５

，０００円 

オール

オン４

手術 

即時義歯 １６９，５００円

仮歯 ２３６，８００円

最終補綴

物 

７９２，０００円

メンテナンス ３０分につき ９

，０００円 

その他の保険外診療  ［略］ 

産後ケア事業 市長が別に定める

額 

[略]  

備考 

１～７ ［略］ 

その他の保険外診療  ［略］ 

[略]  

   附 則 

 この規則は、令和２年１０月１日から施行する。 


